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ミン ド ロ島 ハ ヌ ノ オ ・マ ン ヤ ン族 の ‘裁 判 入 ’

宮 本 勝＊

Judges among the Hanunoo-Mangyan of Mindoro Island

Masaru MIYAMOTO

   There are no formal judicial and political institutions with 
complex structures among the Hanunoo-Mangyan, swidden agri-
culturists of southeastern Mindoro, Philippines. Although they 
have no written laws of their own, they have a traditional law 
designated as  batäs  mauyan  (`Mangyan  Law')  ; and  'litigation' 
often  takes place when an offense is committed against it. 

   This paper considers the Hanunoo-Mangyan legal system, 
focusing on their legal authorities or  'judges'. 

   First, their traditional law and litigation, one means of 
dispute settlement and social control, are outlined. Then, de-
scription and analysis is made on the necessary conditions, magico-
religious background and sociological aspects of the judges, who 
are central figures in litigation. The case study in Wasig 
indicates that socio-political pressures from the lowland world 
have recently affected some changes in the characteristics of 
disputes and judges. This problem is discussed in the last chapter, 
in which emphasis is placed on new trends in the Hanunoo-

Mangyan legal system introduced from the lowland world.
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１． は じ め に

　警察力な どの物理 的強制力の行使 が制度化 されていない社会 で， いか に紛 争が処理

され，そ して秩序 が維持 され るのか。 この問題 は，社会人類 学，法人類学 にたず さわ

る研究者 にとって，基本的 な課題のひ とつ である。

　フ ィ リピン山地民の法体系 にかんす るま とま った研究 と して，北部ル ソ ンのイフガ

オ族 およびカ リンガ族 の慣習法を あつか ったバ ー トンの一連 の著作が第一 にあげ られ

る ［ＢＡＲＴｏＮ　 ｌ９１９，１９３０，１９４９］。そのほか， フォ ックス によ るパ ラワ ン島のタ グバ

ヌワ族 の研究 ［Ｆｏｘ　 ｌ９８２］， ミンダナオ島に かん して は フレイクによる スバ ヌン族

の研究 ［ＦＲＡＫＥ　 ｌ９６３］，シュレゲル によるテ ィル ライ族 の研究 ［ＳｃＨＬＥＧ肌 　 １９７０］，

マ ヌェルによるマヌヴ族 の研究 ［Ｍ ＡＮＵ肌 　 １９７３］等 がある。 ほん らい これ らの山地

民の社会 には，警察や刑務所 などといった フォーマルな法政制度は存在 しない。 この

特徴は， これ らの社会にかぎ らず ，フィ リピンの他 の山地民社会全般 にみ られるとい

ってまずまちがいない。

　筆者は これまでに， ミン ドロ島のハ ヌノオ ・マ ンヤ ン族 の ‘訴訟’ の記述 を とお し

て ，このエスニ ック ・グループの民俗法文化 の考察を こころみて いる ［Ｍ ＩＹＡＭＯＴＯ

ｌ９８３］。 そ こでは紛争処理その ものの問題 にはあま りふれず， む しろ ‘訴訟’ の社会

的 ・文化的意味の発見 に重点をおいた。

　 この論文では，ハヌノオ ・マ ンヤ ン族 の法的権威者 に焦点 をあててみ る。法 的権威

者 （‘裁判人’） は ‘訴訟’における中心人物で あり， おお くの紛争 はかれ らに よ って処

理 される。 したが ってこの論文が 目的 とす る法的権威者 の考察 は，ハ ヌノオ ・マ ンヤ

ン社会 における紛争処理 の方式を追究 する うえで不可欠 な作業 である。

　ハ ヌノオ ・マ ンヤ ン族 （ｈａｎｕｎ６？ｏ　ｍａηｙａｎ）は， ミン ドロ島南東部 の 山岳地帯 に

数戸 か ら十数戸の小集落を な して点在 する焼畑農耕 民であ る。かれ らは，人 口がわず

か７，０００か ら１０，０００程度のエスニ ック ・グループで ［Ｌ、ＬＡＭｚｏＮ　 ｌ９７８：８８］，マ ンヤ

ン語 （ｂａｇａｗ　ｍａｐｙａｎ ない し ｍｉｎａｐｙａｎ）を 母 語 とし， みずか らを 「マ ンヤン」

（ｍａｎｙａｎ）とよぶ。 この論 文の もととな るフィール ドワークは，「ワシッグ」（Ｗ ａｓｉｇ）

とよばれるローカル ・コミュニティを中心 として実施 した （１９８０年 ２月～ ４月，１９８１

年 ８月～１１月，１９８３年１１月 ，１９８４年 ６月 ，１０月）。ワ シッグはマ ンサ ライ （Ｍ ａｎｓａｌａｙ）

の町の中心部か ら北西に ６～ ７キロメー トルはなれた山地 （海抜約 ５００メー トル）に

位置す る。 そ こは，ハ ヌノオ ・マ ンヤ ン族 の分布地域の北端 にちか いところで もあ る。
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ワ シッグ川の ７つの支流近辺 に小規模 な集落が点在 し，ひ とつのローカル ・コ ミュニ

ティを形成 している。人 口は ２００人程度 （４５世帯） で，住民全員 が血縁な いし婚姻 を

つ うじて親族 関係 にある。ただ し， ローカル ・コミュニテ ィ全体 の社会的 ・文化的統

合性 は脆弱で，基本 的に核家族 の成員 か ら成 る世帯よ り大規模 な自律集団 （ｃｏｒｐｏｒａｔｅ

ｇｒｏｕｐ）はみ られな い。 ま してや ，ハ ヌノオ ・マ ンヤ ン族全体 を統合す るよ うな組織

はな く，みずか らをフィ リピン人 とみ とめ る住民 とな るとご くかぎ られて しま う ［宮

本 １９７７］。 フィール ドワークは，ワシッグのほかに，パナイタヤ ン （Ｐａｎａｙｔａｙａｎ）ジ

ハ ゥィ リ （Ｈａｗｉｌｉ），アマガ （Ａｍａｇａ）等で もおこな った。 いずれ もマ ンサ ライの町か

ら比較 的ちか いところに位 置す る。

　ハ ヌノォ ・マ ンヤ ン地域 に共 通 してみ られる社会問題 として，低地 に居住す るキ リ

ス ト教民 （タガ ログ族 や ピサ ヤ族） によ る森林破壊，耕 地への侵入 をまず第一 にあげ

なければな らな い。調査対象 とな った住民 は，低地民によ る社会 的 ・政治的圧力を身

近 に感 じざるをえな い状況 におかれて きて いる。

　ハ ヌノオ ・マ ンヤ ン族 の間 では，今 日で も伝統的生活様式がかな り保持 されて いる

とは いえ，低地民 との接触 をつ うじて， さまざまな面で変化が生 じている。 とりわ け

１９６０年 後半 のバ リオ化 （フィ リピン政治機構 の最小行政単位がバ リオで，ハ ヌノオ ・

マ ンヤ ン族 の集落を正式 にバ リオと して承認 して もらお うとい う動 き）， １９７２年の戒

厳令以降 のバ ランガ イ制度 （基本的 に従来 のバ リオがバ ラ ンガイ と呼ばれるようにな

った） がハ ヌノオ ・マ ンヤ ン族 の世界 にあ らたな問題を もた らしつつある。法体系の

面で もい くつかの変化が指摘 され，あた ら しいタイプの法的権威 者の出現 もみ られ る。

　 法的権威者 の特徴 と紛争処理におけるかれ らの役割 ，文化的意味を追究 するこ とが

この論文 に課 された作業で あるが，かれ らが近年 の社会的 ・政治的変化 に応 じてどのよ

うな変貌を とげつつあるか， とい う点 につ いて考察す ることもその作業の一部をなす。

∬． ‘マ ン ヤン法’と紛 争 処 理

１．　 ‘マ ン ヤ ン 法 ，

　 フィ リピンの他 の山地民におけると同様に，ハ ヌノオ・マ ンヤン族 の間 には成文化さ

れた法典 に類す る文書 は存在 しない。 しか しかれ らは，‘マ ンヤ ン法’（ｂａｔａｓ　ｍａｐｙａｎ）

とよぷ伝統 的な ‘法’（慣習法 ない し民俗法） を もつ，と主張す る。

　 「マ ンヤ ンの法 （ｂａｔｉｉｓ）はマ ンヤ ンの ‘慣習’（？ｕｇａｌｉ？）である」 とかれ らはい う。

一般 住民は ｂａｔ夷 も ？ｕｇａｌｉ？ も伺 じだ とい うが
，実際の用語法 では，前者 は後者 の

２４５



国立民族学博物館研究報告　 １０巻２号

意味範 囲に包含 され る。後者 が人間 の行動 にかんする規範全般 を意味す るのにた い し

て，前者は紛争 にかかわ る行為の規定 に限定 され る傾 向がある。前者 の ｂａｔａｓは もと

もとタガ ログ語 （「法」を意味する語）であ って，ハ ヌノオ ・マ ンヤ ン族 の間では昔 は

あま りもちい られなか ったよ うである。当時 はもっぱ ら ？ｕｇａｌｉ？を使用 し，　ｂａｔａｓを

頻繁 につか うようにな ったのは戦後 にな ってか らだ という。

　 かれ らは， 低地民 （ダムオ ン ｄａｍＵ？ｏｐ） の法をマ ンヤ ン法 と対 置 して 「ダムオ ン

法」 （ｂａｔａｓ　ｄａｍＵ？ｏη）とよぶ。 ダムオ ン法 は低地民 だけの もので あって， それに自

分 たちが拘束 され るのを不本意 とす る住民 もす くな くな い。 とくに，物理的強制力 を

もたないマ ンヤン法 が当然 の ものとかんがえ るハ ヌノオ ・マ ンヤ ン族 に とって，警察

や軍 隊の裏づ けを もつ低地民 の法は耐えがたいものであ る。 しか し同時 に， 自分 たち

弱小民族 は低地 民の力 には抵抗で きな い， とい う諦めの気持 ちがみとめ られ ることも

否定 できな い。

　過去の ‘訴訟’の実例 を検討 してみ ると， 最低 １６の範疇の 基本的侵犯 行為 が ‘処罰’

の対象 とな ることがわかる。 これまでに筆者 は８６の紛争事例 を記録 したが，結婚をめ

ぐる問題が紛 争の原 因 となった例が圧倒 的におおい。つぎに，土地や農作物 をめ ぐる

問題 ，窃盗 ，体面 にかかわ る問題がめだつ。

　紛 争が ‘訴訟’によって処理 されるぱあい，一般 に，加 害者 にたい して ‘処罰’（ｐａｙａｔ）

が科 され る。 処 罰 には ‘慰 謝 料’（ｂＵｇｔａｐ＞， ‘弁 償’（ｐａｄＵｒｏｇ），‘特 別 の ご ち そ う’

（？ｉｙａｗａｎ　ｂａｙｔｔｈａｎ）の ３範疇がある。 慰謝料 は伝統 的に ビーズで支払 われ， その内

容 はマ ンヤ ン法 によ って規定 されている。特別 のごちそ うとは， 肉料理 （家畜 のブタ

や ニワ トリの肉料理） と米飯か らなる食事で，訴訟 に参加 した者た ち全員 にふ るま う。

訴訟 の参加者 には，‘裁判人’，‘原告’，‘被告’，‘人び と’（聴衆）の ４範 疇がある。 聴衆

の大半が紛争 当事者 の ローカル ・コ ミュニティにすむ親族 ， 友人で あ り， ふ つ うは

数十か ら １００名程度 で，おおいときには ２００名を こえ ることもある。慰 謝料 としての

ビーズは入手 しがた く，‘裁判人’がみとめれ ば現金 で支払 うこともで きる。処罰 と し

て の特別 の ごちそ うは，それを用意する者 にとってはおおきな経済的負担 となるが，

他 の参加者 に とっては，楽 しみのひ とときをす ごす機会 にめ ぐまれ ることを意味す る。

２．　 紛 争処理 の方 式 と して の ‘訴訟’

　ブレイクは，「予定されない出来事」の枠組の実例 として病気の発生を あげている

が ［ＦＲＡＫＥ　 １９６４：１２５－１２６］，その枠組は紛争の発生についても適用可能である。紛

争の発生から予期 しうる結果は，紛争の解決と紛争の継続の２つで，そこからつぎの

２４６



宮本 　　ミン ドロ島ハヌノオ ・マンヤ ン族 の ‘裁判人’

ような枠組がえられる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 解 決　　　　　
紛争の発生　判 断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 継 続

　紛争が発生すると，当事者はその後の進路についてかんがえ，判断する。判断にあ

たっては特定の要因がか らんで くるが，それについては後に考察する。判断のあとに

つづ くと予期される進路 として，次の ５つがあげられる。

　１）　‘和解’をもとめた私的な話 し合い。

　２）　心理的処置 （がまん，うわさ）。

　３）　宗教的処置 （邪術）。

　４）　‘同意’をもとめた ‘会合’。

　５）　‘訴訟’。

　図 １は，ハヌノオ ・マ ンヤン族における伝統的な紛争処理方式を しめす。被害者が

マ ンヤン法にくわしい年輩者に相談するのが一般的である。ふつう年輩者は，公式手

段に訴えずに私的に話 し合いをして ‘和解’をもとめるよう被害者にすすめる。

　私的手段に訴える別の進路が心理的処置 と宗教的処置である。心理的処置には，ま

ず 「がまんする」という進路がある。その理由として，相手が姻族であるとか，邪術

図 １　 ハヌノオ・マンヤン族における紛争処理の進路
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師で あるなど とい うことがかんがえ られ る。 ことに義父母や義理の兄弟姉妹 には遠慮

がある し， あるいは邪術 による反撃がおそろ しいか らである。 「がまんす る」 という

進路を選 択 したばあい，紛争 は表面 にあ らわれず に継続 することにな る。潜在的紛争

は，いずれ別 の形 で表面化す る可能性 が十分 ある。

　 もうひ とつの心理的処置 と して ‘うわ さ’な いし ‘陰口’（ｌｉｂａｋ，　ｔｉｓｍｉｓ＜Ｓｐ・ｃｈｉｓｍｅ）

がある。ハ ヌノオ ・マ ンヤ ン族はひ じょうに うわ さ好 きで， お お くの ば あ い 羨 望

（ｈｉｒａｋ）や嫉妬 （？ｉｍｏｎ）がその裏 にか くれているようであ る。被害者 は，加害者 （あ

るいは加害者 とお もわれる人） にかん してよか らぬ うわ さを流布 し，加害者 にたい し

て心理 的圧迫を くわえよ うとする。 この方式 は，‘訴訟’において科 され る処罰 よ りも

は るかにおおきな痛手 を加害者 にあたえ ることさえ ある。つま り， うわ さは，ひ じょ

うに効果 的な仕返 しの手段 とな るので ある。 このばあい，加 害者 は同時 に被害者に も

な り，紛争 は継続す ることになる。

　紛争 に対処す るための もうひ とつの私的手段 は宗教的処置であ る。邪術の能力を も

つ被害者 が加害者 を重病 にさせ て痛手を くわえ ることがあるとい う。邪術 にか けられ

た加害者 は，こん どは被害者 となる。 このばあい，その後 も紛争 は継続す ることにな

る。

　 紛争処理のための公的手段 として，‘会合’ と ‘訴訟’という２つの選択 の可能性が

あ る。‘会合’（ｈａｒａｍｐａｐａｎ）は，‘同意’（ｋａｓｕｎ面 ？ａｎ）を必要 とす る問題が生 じた際

に，家族 ・親類 が集ま って実施 する。

　 被害者か ら相談 をうけた年輩者 は，話 し合 いによる和解が困難だ と判断 すると，マ

ンヤ ン法 の権威者すなわち ‘裁判人’に告訴す るよ うにすすめ る。ハ ヌノオ ・マ ンヤ ン

族の ‘訴訟’は，ブ レイクによ るヤカ ン族 の訴訟の意味論 的分析 ［ＦＲＡＫＥ　 １９６９：１４８－

１５５］を適用す るな らば，「紛争 をめ ぐり， 対立者 （原告 と被告）， 聴衆 ，裁判人 の参

加 のもとで，裁判人 による裁定を 目的 とし， それ 自体 でまとま りを有す る談話行為」

と定義す ることがで きる。訴訟 のために特別 に用意 された建造物 はな い。おお くのば

あい，訴訟 は ‘裁判人’の家屋 で実施 され，そ こが一時的な “法廷”となる。

皿． ‘裁 判 人’の条 件 と背 景

１．　 ハ ヌ ノ オ ・マ ン ヤ ン地 域 の ‘裁 判 人 ’

　マ ンヤ ン法 の権威者 で， 訴 訟における審判役の能力を 有す る ‘裁 判 人’（な い しは

‘裁定人’） は フウ ィス （ｈｕｗｉｓ）ない しタ ラ
ッグフサイ （ｔａｌａｇｈＵｓａｙ）とよ ば れ る。 前
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表１　 ハヌノオ ・マンヤン地域の裁判人

（ＯＴ＝他入，　Ｅ＝長子，　Ｙ＝末子，空白部は資料なし）

Ｎｏ． 名 前
ロ ー カ ル ・

コ ミ ュ ニ テ ィ

1 Abon Sipako 

2 Adag Wasig 

3 Akdag Panaytayan 

4 Alpog Panaytayan 

5 Alyo Banligan 

6 Anaw Agong 

 7 Anday Wasig 

8 Angel Manaol 

9  Anom Yunot 

10 Awsan Dangkalan 

11 Ayupad Sipatag 

12 Bado Yagaw 

13 Balik Bantud Lubong 

14 Balik Panaytayan 

15 Balik Wasig 

16  Baloy Bait 

17 Ban-aw Agong 

18 Ban-aw Amaga 

19  Banday  an Sinariri 

20 Banya Sipako 

21 Berto Wasig 

22 Bigaw Tignuan 

23 Bilog Malang-og 

24 Binsoy Yunot 

25 Dagong Manaol 

26 Daniw Kagankan 

27 Dunior Waigan 

28 Enero Malantay 

29 Gawid Banligan 

30 Gihitan Hawili 

31 Giliwan Tagaskan 

32 Giwan Yagaw 

33 Hogom Wasig 

34 Ikol Sinariri 

35 Ingay Tagaskan

‘お 守 り’ の 有 無
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ダ
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ヤ

ツ
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ガ
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ッ

ク

マ
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 + 

-F 

 -1-

 +

 + 

-F 

 +

-F

 -  + 

- -
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 +

 +

 +

 +

 +

 +

 -F  -  -
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 + 

 +

 + 

 +

 +

 +

- + - -  + -  +

継 承 （～から）

マ

ン

ヤ

ン

法

の

知

識

Fa 

Fa 

Fa

 Fa 

 Fa 

 Fa 

 Fa 

 Fa 

 Fa 

 Fa 

 Fa 

MoBr 

 Fa 

OT 

 Fa

Fa

Fa 

Fa

OT 

 Fa 

 Fa 

OT 

 Fa 

 Fa 

MoFa 

OT

Fa 

OT

呪

的

能
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Fa 

Fa 

Fa

  Fa 

  Fa 

  Fa 

  Fa 

  Fa 

  Fa 
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Fa+OT 
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  Fa 
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Fa

Fa 

Fa

 Fa  

, Fa 

 Fa 

 Fa 

 Fa 
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Fa 
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位
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E 

E 

2 

E 

Y 

E 

Y 

E 

E 

E 

E 

E

E

E 

E

E 

Y 

E 

E 

E 

E 

Y 

2

E 

E
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Ｎ ｏ． 名 前
ロ ー カ ル ・

コ ミ ュ ニ テ ィ

36 Irmo Agong 
37 Kison Dangkalan 

38 Kudong Tignuan 

39 Kuri Hawili 

40 Lada Sipako 

41 Lapay Banligan 

42 Lig-om Yagaw 
43 Lingkod Sinariri 

44 Linong Banligan 

45 Lunes Banligan 

46 Lungani Tagaskan 

47 Maning Kabuyaw 
48 Marso Gatol 

49 Martes Malantay 

50 Momo Sipakao 

51 Nato Dangkalan 
52 Oka Tignuan 

53 Ongay Wasig 

54 Sabong Wasig 

55 Simon Malang-og 
56 Simyon Bantud Lubong 

57 Sindong Banligan 

58  Soklob Panaytayan 

59 Tag-uli Malantay 
60 Taytay Wasig 

61 Tipon Malantay 

62 Tipon Tagaskan 

63 Tiriw Bantud Lubong 
64 Tuboan Sipatag 

65 Uliw Dangkalan 

66 Umbos Wasig 

67 Widwid Banligan 
68 Wili  (Att) Panaytayan 
69 Yakong Banligan 
70 Yaot Bait 
71 Yawi  Wasie

‘お 守 り’ の 有 無
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者 はスペイ ン語の ｊｕｅｚ （裁判 官） に由来 す るタガ ログ語 ｈｕｗｅｓがマ ンヤ ン語化 した

語で，戦 後になってか らハ ヌノオ ・マ ンヤ ン族 の間で頻繁 にもちい られ るよ うにな っ

た。後者のタ ラッグフサ イ （‘調整するのが じょうずな人’の意） は昔 か ら使用 されて

いた。 この語 は現在 でも年輩者 のおお くが もちいるが，最近で はフウィスのほ うが一

般 的になってい る。 タラ ッグフサイの同意語 にパ ライ ンァンア ン （ｐａｒａ？ｉηａｎ？ａｎ ‘相

談相手 になって くれ る人物’） があるが，この語 の使用 はまれである。

　 このほか，法 の権威者 をよぶの にタノ ンァン （ｔａｎ６ηａｎ ‘相談役’） やパ ンゥロ （ｐａ一

加 １０？‘か しら’＜ ？Ｕｌｏ‘頭’） も使用 され ることが ある。 しか し年輩の イ ンフォーマ ン

トは，両者 の語 は， もともとタガ ログ語 であ って本当のマ ンヤ ン語で はない， と説明

す る。 このほか にタ キナ ン （ｔａｋｉｎａｎ‘最年 長者’） とい う語 が もちい られ ることもあ

るが，若 い裁判人をタキナ ンとよぶのは不 自然 だというイ ンフォーマ ン トもいる。な

お，「裁判人」という用語 には問題が あるか も知 れないが， ここではあ くまで もフウィ

スの訳語 として もちいることにす る。

　人 び とか ら裁判人 とみ とめ られて いる人物 の数 は，１９８４年１０．月現在 で７１名で ある。

かれ らの名前 とローカル ・コ ミュニテ ィは表 １に列挙 して ある。この表 には，裁判人

た ちが所有す るとみ なされ る精霊 の ‘お守 り’ その他 にかんす る資料 が呈示 されてお

り，それ らは裁判人 の条 件，属牲 ，背景等 の分析 に使用す る。

　 告訴を希望す る紛 争当事者 は，ふつ うは自分のローカル ・コ ミュニテ ィの裁判人 に

訴え る。自分 のローカル ・コ ミュニティに裁 判人 がいないばあいは，近辺 に居住 する

裁判人をお とず れる。 しか し紛争 の内容 によ っては，遠方 の裁判人 に訴 えでる ことも

ある。

２． 裁 判 人 の 条 件

　裁判人として公認されるには，経済状態，性，年令は必要条件にふ くまれない。

　きびしい自然条件のもとで焼畑農耕に従事するハヌノオ ・マンヤン族の間では，富

の格差は微々たるものである。農耕以外の専業はみ られず，裁判人であってもほかの

住民 と同様の家屋に住み，おなじような服装をしている。裁判人がほかの人びとより

生活がゆたかである必要はまったくない。

女性や若輩者が裁判人になる例は実際にはまれだが，パナイタヤンのウィ リ（Ｗｉｌｉ，

表 １の Ｎｏ，６８　女性）やワシッグのウムボス （Ｕｍｂｏｓ，表 １の Ｎｏ．６６　若輩者）の

例が しめすように，裁判人になるにはかならず しも男性年輩者でなくともよい。

　有能な裁判人であるための第 １の条件は，細部にいたるまでマンヤン法に精通 して
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いることである。それは，過去の訴訟事件がそれぞれどうしておこり，いかに処理さ

れたか，そ してその結果どうであったか，等々にかんする詳細かつ正確な知識をもっ

ていることを意味する。

　裁判人は訴訟において裁定を くだすばあい，前例をひきあいにだ して説明する用意

ができていなければならない。莫大な数にのぼる前例を駆使するには，とうぜん記憶

力にたけていることが要求される。それが第 ２の条件である。

　第 ３に，頭の回転がすばや く，弁がたち，人前でた くみに討論できることがあげら

れる。

　第 ４として，冷静な性格の持ち主であることが要請される。訴訟の際の討論がいか

に熱 しても，裁判人はつねに冷静でいなければいけない。たとえ訴訟当事者の片方が

自分の近親者であっても，中立的な裁定をくだすだけの冷静さを保持することが要求

される。これはもちろん住民たちのたてまえ論であって，現実には近親者への身びい

き，姻族にたいする遠慮 もみられる。また，賄賂をくれた（あるいはその約束を した）

訴訟当事者側に有利な裁定をくだす裁判人の数 もすくなくないようである。

　第 ５の条件 として， ‘比喩的表現’（ｐａｌｉｍｂａｙ）にたけていることがあげられる。 そ

のためには，民話や詩歌などの口承文芸 ［ＰＯＳＴＭＡ　１９７７］に精通 していなければな

らない。裁判人は，虚言をあばいたり，訓戒をのべるにあたって，比喩的表現をもち

いてより効果的にさせることがよくある。その際裁判人は，民話や叙情詩をたくみに

織 りまぜて発言す るのである。

　以上 ５点が有能な裁判入になるために必要な条件である。 しか し，裁判入たちの背

景を調べてみると，この ５点だけでは十分でないことがわかる。

３．　 裁判人 の宗教的背景

　戦前活躍 した有能な裁判人について調査 したところ，１６名の名前が得 られた。すべ

て死去 しているが，かれ らは優秀な裁判人として今 日でも年輩の人びとの間で記憶 さ

れている。表 ２は，それ ら１６名の裁判人のリス トで，表 １とおなじようにかれ らの背

景にかんする資料を呈示 してある。

　 これら１６名のうちもっとも優秀な裁判人はダンカランのウル ヨン （Ｕｌｙｏｎｇ）だった

といわれる。かれほど冷静で，度胸があり，明快な裁定をくだした裁判人はいない，

というのがインフォーマントの意見である。インフォーマントのひとりの説明による

ど

　 ウルヨンのお守 りは完壁だ。強力なタガル ックマイとタムパヤックをもっていたか
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表２ 昔 の 有 能 な 裁 判 人

　 　 　 　 　 　 　 ロー カル ・Ｎｏ．　 名 前　 　 　 　 　 　 　 　 コ
ミュニ ア イ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16

Angin 

Balik 

Bandayan 

Bingay 

Bino 

Ingay 

Inok 

Marara 

Lawaan 

Sikadan 

Suay 

Tagalog 

Ulyong 

Yag-iw 

Yayag 

Yawid

Sipako 

Sinugbuhan 

Kagankan 

Waigan 

Bagakay 

Idda 

Budburan 

Kulitob 

Kagankan 

Budburan 

Kagankan 

Budburan 

Dangkalan 

Malawi 

Amaga 

Kiasa

‘お 守 り’ の 有 無
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 +  +  + + +  +  + 

 +  +  -  +  +  +  + 

+  +  +  +  +  +  - 

+ + - - +  +  +

ら，いつ も冷静 でニコニ コ してお り，怒 って いる人間で もかれの前 にい った らおだ

やか にな って しま う。 ところが，かれが怒 るとみん な身ぶ るい した ものだ。 ウル ヨ

ンはダル ピを もって いたか ら，相手 がどれ ほど弁 がた って も，かれの早口にはかな

わない。 ウル ヨンは相手が邪 術師で もおそれなか った。かれが強力なサ ンガ ・サ ・

パ ンヒリ，サ ンガ・サ・パダヤの持ち主 だった証 拠だ。 かれ は優秀な祈 疇師でもあり，

たとえ犯人 が遠方 に逃亡 して いて も，かれが呪文を となえれ ば，た ちまち居場所が

わかって しま う。みんな ウル ヨンを尊敬 して いたが，おそれて もいた。ひとつ は，

かれがタ ムパヤ ックを もって いたか らだが，何よ りもの理 由は，かれがパ ンヒリと

パダ ヤ （邪術） の名人だか らだ。かれは頭脳明晰で，かれ が裁判人 とな る訴訟が お

こる と，２００人以上 もの人 び とが集ま った。 ウル ヨンの裁定 は手 きび しく，敗訴者

にたい して容赦な く慰謝料の支払い と罰 としての ごちそ うの提供を 申 しわた した も

のだ った。敗訴 した者 がそれだ けはかんべん して くれ と懇願 しても， ウル ヨンは受

けつけなかった。い っぽ う訴訟 に参加 した人 びとはごちそ うにあ りつ けて，おおい
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によろこんだ。かれの説明は明快そのものだ。パ リムバイ （比喩）をひんぱんに混

ぜ こんで，マンヤンのウガ リ （慣習）の不明な点を明 らかにし，敗訴者に命 じた処

罰の根拠をわかりやす く説明する。かれは訴訟当事者か ら賄賂を受けとることもよ

くあったようだが，かれの裁定はいかにももっともらしく聞こえたものだ。もちろ

んかれの裁定に腹をたてた者 もいようが，抵抗できない。たとえ邪術をかけても，

ウルヨンにたいしては無力で，逆に邪術をかけられてしまうかも知れないか らだ。

筆者がハヌノオ ・マ ンヤン族の調査を手掛けてから１２年以上になるが，その間，こ，

の種の情報を入手するのはきわめて困難だった。住民はだれしもこの種の情報をかな

りもっているはずなのだが，口にだすことをおそれる。いつ邪術の対象となるかわか

らない，と懸念 しているからである。

　前記のウルヨンにかんする話は解説を要する。まずお守 りについて説明しなければ

ならない。筆者のこれまでの調査で，３８種の呪具 （護符ないしお守り）があることが

わかった。それらを総称するのにガ リン （ｇａｌ功）ないしハ ピンハピン （ｈａｐｉｇｈａｐｉｐ）

という語をもちいる。いずれの呪具にも特別の精霊が宿 っているという。大半が何種

類かの植物の組み合わせからなる小型 （手の中にはいる程度のサイズ）のものだが，

小石，植物のヤニなどの呪具もある。３８種のうち裁判人が保持 していたほうが有利だ

という呪具は，つぎの ８種である。

１）　 タガル ックマイ （ｔａｇａｌＵｋｍａｙ）…… ア ミゴス （？ａｍｌｇｏｓ＜Ｓｐ．　ａｍｉｇｏｓ友人 た

　 ち） ともいう。 これを もっていると冷静にな り，怒 って いる人 を もお とな しくさ

　せ て しまう。足の親指大 の小 ビンにはい っている。

２）　 ダル ピ （ｄａｌｔｔｐｉ？）……足 の親指大の小 ビンにはいって おり，必要 な ときにその

　油 を小量 のむ。 この呪具の持 ち主 は雄弁にな り，相手 は持 ち主の言葉 をおそれ，

　 正直に しゃべって しま う。毎年聖土曜 日 （なぜ カ トリックの祭 日に定 め られて い

　 るかは不 明） に ココナツ油を追加す る。

３）　 タ ムパヤ ック （ｔａｍｐａｙａｋ）・・…・これが あると勇敢 にな り， ほかの人 び とがおど

　 ろ くほど荒 々 しくなることがある。 ウル ヨンが怒 るとこわいの はタムパ ヤ ックの

　 せ いであ る。タムパ ヤ ックはふつ う親指 の頭 ほどのサイズの陶器で，水容器 の格

　 好を して いる。 サ ン トニニ ョ （ｓａｎｔｏｎｉｎｙｏ＜Ｓｐ．　Ｓａｎｔｏ　Ｎｉｆｉｏ おさな子 イエズ

　 ス ・キ リス ト） とよばれる小石 とい っしょにな っては じめて効力を発 す るといわ

　 れるが，別種のタムパ ヤ ックもあ る。 タムパ ヤ ックを ショルダ ー ・バ ッグ に忍 ば

　 せ て訴訟 にのぞむ と，裁定 は厳 しく，同情を もとめ られても容赦 しな い。 ウル ヨ
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　 ンに厳格 な裁定を させていたのは，かれのタムパ ヤ ックだ ったのである。

４）　 パ ンヒ リ （ｐａｎｈｉｒｉ？）…… 特別 の小石 に精 霊パ ンヒリが宿 り， その力 で邪術を

　 か けることが可能 とな る。 この邪術 にかか ると大病 になり，祈疇 師の治療 を うけ

　 な ければ死亡す る。邪術師は自分 が邪術師であ ることを公表す ることはまずない。

　 しか しかれは，パ ンヒリによ る病人をみて，その病気 はどの邪術師の しわざかを

　 いいあてることがで きるとい う。 そのうわ さをつ うじて，人び とはだれが邪術師

　 で あるかを知 る。

５） パダ ヤ（ｐａｄａｙａ？）……パ ンヒリとおな じような邪術 だが，呪具は植物 でで きて

　 いる。 この種 の邪術 は，パ ンヒ リと同様の特徴 を しめす。人び とが ウル ヨンをお

　 それて いたのは，かれがパ ンヒ リとパダヤの保 持者 だ ったか らである。 かれに対

　 抗 しよ うとす る者 は，かれの邪術 を無効 にさせ る呪具 をもっていないかぎ り，生

　 命 にかかわ る危険を おかす ことになる。

６）　 サ ンガ ・サ ・パ ンヒリ （ｓａｐｇａ？　ｓａ　ｐａｎｈｉｒｉ？）・・…・パ ンヒリに対抗す る呪具で，

　 ダル ピとおな じよ うに，小 ビンにいれて， ココナツ油 を必要な ときにのむ。聖土

　 曜 日に油を追加す る。

７）　 サ ンガ ・サ ・パダ ヤ （ｓａηｇａ？　ｓａ　ｐａｄａｙａ？）……パダ ヤに対抗す る呪具 で，使用

　 および維持 の方式 はサ ンガ ・サ ・パ ンヒリのばあい とま った く同 じであ る。 ２種

　 のサ ンガを もっていれ ば，両者 を １つ の小 ビンにま とめていれて ココナツ油を注

　 ぐ。 ウル ヨンの最大 の強みは，かれが双方 のサ ンガを保有 していた ことであ る。

　 かれが手厳 しい裁定 を くだ したのは，タ ムパ ヤックのせ いで もあ るが， ２種 のサ

　 ンガがそろ っていたか らそれが可能 となったのであ る。サ ンガを欠 いて いる裁判

　 人 は，かれの裁定 によって損害 を受 けた者か らパ ンヒ リやパダヤ とい った邪術 を

　 か けられるか も知れな いとい う恐 れを いだかざ るをえ ない。

８）　 ダニ ウ （ｄａｎｉｗ）…… 特別 の小石 （または植物） に精霊ダニ ウが宿 り， その力

　 で人間の霊魂や悪霊を発 見することがで きる。 この石 の保持者 は，特別 の訓練を

　 うけ， 祈疇 師パ ンダ ニワ ン （ｐａｎｄａｎｉｗａｎ） と して病気の診断 と治療 にたずさわ

　 る ［宮本　１９７６：２２７－２２８］。 ウル ヨンにかんす る話 が しめす ように， この種 の祈

　 疇 がで きれば，逃亡 した犯人の居場所 はす ぐにわか るという。

裁判人 は上記 ２種 のサ ンガを もっていれ ば安心 してい られ るか とい うとそ うい うわ

けでもない。理 由は，パ ンヒリやパ ダヤとおな じよ うな効力を もつ呪具 が他 にあるか

らだ とい う。 た とえば， パ ソィワ （ｐａｐｉｗａ？）とよ ばれ る呪具がその一例 である。 ワ

シッグの若 く有能 な裁判人 ウムボスの経験談 によると・
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ウステ ィン （Ｕｓｔｉｎｇ 当時５２才） が姪 のマナイ （Ｍ ａｎａｙ 当時１４才） と イ ンセス

トをおか した。１９７９年 １２月 に訴訟 がおこり， ウムボスが裁定 を くだ した。ブタ ２頭

と米 ２カバ ン （約 １５０リッ トル） の食事を用意 し， 特定の種類 と量 のビーズをイ ン

セス ト専門 の祈 薦師にささげなけれ ばな らない， とウステ ィンに命 じたのだ った。

ウステ ィンはこの裁定 に腹 をたて ，それ にしたがわなか った。かれ も多種の呪具を

有す る人物 として知 られていたのである。

翌 年 ９月 に，丸太をかつ いであ るいて いた ウムボスは突然胸の一部 に激痛を感 じ，

た おれて しま った。その とき瞬間 的にウステ ィンの姿 がみえた， とウムボス はいう。

そこで ウムボスは有能 な祈疇 師にみて もらった ところ， やはり ウステ ィンの しわ

ざだといわれた。 ウステ ィ ンはパ ンィワの 持 ち主で， かれの呪 文 に よ って イ ニ ワ

（？ｉｎ玉ｗａ？）とい う病気 にさせ られたのだ。 この病気 にかかって放 置 してお くと ２週

間 ぐらいで死亡 する といわれ る。パ ンィワの持 ち主 が呪文 を となえ ると相手 は即座

に激痛を感 じる。 ウムボスがウステ ィンの姿をみた と感 じたのはそのためである。

ウムボスは， ９カ月前 の訴訟で裁 定を くだ した際 に， ウステ ィンがパ ンィワの保持

者 か も知 れぬ という疑 いは もって いなか った。

　このことがあってから，ウムボスはこの種の呪具に細心の注意をはらって裁判人の

役を演 じるようになったという。 パ ンィワのほかに， スンァヤン （ｓｕｐａｙａｎ）とよば

れる邪術用の呪具 もあることが知られている ［宮本　１９８３：６０］。

　裁判人の宗教的背景をめぐる説明にかなりのスペースをさかざるをえないのは， し

ばしばこの側面が前述 した紛争発生後の進路の決定要因となるからである。被害者は

加害者の宗教的背景を十分考慮 にいれて進路を判断しないと，さらにおおきな被害を

うけるかもしれない。たとえば，加害者がかなり強力な邪術用の呪具をもっているに

ちがいないという忠告を被害者が年輩者か らうけたとしたら，被害者は，それに対抗

す る呪具がなければ訴えを断念 してがまんするかも知れない。どうしてもがまんでき

なければ，確固たる証拠をもっている証人を獲得 したうえで，加害者よりもはるかに

強力な呪具をもつ有能な裁判人に訴えるだろう。訴えをうけた裁判人は，被告および

その近親者の宗教的背景を考慮 し，自分にとって不利になると判断すればその訴えを

うけつけない。あるいは自分の師にあたる裁判人にその訴えを移す可能性 もある。 こ

のばあい，２人の裁判人が共同で訴訟を進行させることになる。

　 いっぼう訴え られた者は，原告 と裁判人の背景について調べる。かれは，たとえ自

分が加害者であっても，以前から原告と敵対関係にあり，しかも原告や裁判人 に負け

ないという自信があるばあい （つまり，さらに強力な呪具をもっているとか，証拠不
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十分 が明 らかだ とか， あるいは証人たちを全員買収 しえたよ うなばあい）， 訴訟 の場

で原告 の主張を徹底的 に否定す るだろ う。 あるいは勝 ち目がないとわか った ら，前 も

って裁判人 と交渉す ることもあるよ うだ。事実，裁判人 のおお くは，人前 で堂 々 と道

義上の正 当論をのべたてるのにたけているが ，同時 にきわめて抜 け目な く自分 の利益

を追求する。 裁判人のおお くが賄賂 （ｐａｋａ？ｏｎ　ｌｉｈｉｍ ‘秘密の贈与’の意 で， 家畜，

米 ，現金 など） につよい興味を しめすよ うである。正確な資料 は入手 不可能 であ るし，

個人の名誉 を殿損す ることに もな るので表 １， ２には呈示 しなかったが， うわ さを も

とにした資料か ら判断する と， 現在の裁判人７１名のうち最低３７名 （約５２％）， 戦前 の

裁判人１６名のうち１２名 （７５％） は賄賂につよい関心を しめ したよ うで ある。裁 判人 は，

原告か ら賄賂 を うけたほ うが得 だ と判断すれば，被告 にとって不利 な裁定を くだそ う

とす る。被告 か ら賄賂 を うけ とるばあい，被告 の負担 がか る くすむ よ うな裁定 を くだ

す。 このよ うな実態 に気づ くようになったの はつ い最近 の ことで， 筆者 は， 前 の 報

告で裁判人 が中立的立場を とるとい う理想像を 強調 しす ぎ て しま った ［ＭＩＹＡＭＯＴＯ

ｌ９８３：１４３］。

　 先 にひ きあいにだ した ウル ヨンの件 に焦点を もどそ う。 当時かれにつ いで有能な裁

判人 は，優秀な順 にあげ ると，ヤヤ ッグ （Ｙａｙａｇ）， ラワア ン （Ｌａｗａａｎ），タガ ロ ッグ

（Ｔａｇａｌｏ９）だ った といわれて いる。

　 表 ２に しめ したように，ヤヤ ッグはダ ニウ以外の重要 なお守 りはすべて保有 して い

た。 ダニウが必要 な状況 にな ると， かれはオジのタ ッグハ ン （Ｔａｇｈａｎ）に助力を も
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

とめて欠点を補充 したという。 ラワア ンは，人び とがおそれるタムパ ヤ ック，パ ンヒ

リ，パダ ヤは保有 していなか ったが，紛争を穏便に処理 した。 タガ ロッグ も邪術用 の

お守 りをもっていなか ったが，タガル ックマ イとタムパ ヤ ックの点で ラワア ンと逆 に

な り，手厳 しい裁定 を くだ したという。 かれ は記憶力がよい裁定人 として知 られてい

た。また，裁定を円滑 に罰 としての ごちそ うの提供に もってい くのが じょうず で，か

れが裁判人 にな る訴訟にはおおぜ いの人 びとが あつま った。 タガ ロ ッグのつぎに優秀

な裁判人は シカダ ン （Ｓｉｋａｄａｎ） で， かれ は賄 賂を うけ とらない理想的な裁判人 だ っ

た。 しか し呪具 は，タムパ ヤ ック，パ ンヒ リ，パダヤのほか，ダ ニウも欠 いて いた。

ダニ ウが必要 なときは，師のタガ ロ ッグの助力を もとめた。

　 現在の裁判人 の うちとくに優秀 なのが アゴ ンの バ ンア ウ （Ｂａｎ・ａｗ），シナ リリのバ

ンダヤ ン （Ｂａｎｄａｙａｎ），マ ランタイの タ ッグウ リ （Ｔａｇ－ｕｌｉ）， ワ シ ッグ の ア ダ ッグ

（Ａｄａｇ）で，いずれ も重要 な ８種 の呪具 の保持者だ といわれている （表 １）。

　 ところで裁判人 たちは，裁判人 としての地位 （基本的 にはマ ンヤ ン法 にかんす る知
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識）やさまざまな呪具 （呪的能力）をだれか ら譲 りうけたのか。この問題は，紛争処

理方式そのものに直接かかわりないとはいえ，社会人類学の重要な課題のひとつでも

あるし，裁判人の属性を探るうえで避けるわけにはいかない。

４． 裁 判 人 の 継 承

　７１名の裁判人のうち，継承の方式を分析するうえで使用可能な資料は５４名 （約７６％）

についてのみである。他の１７名については，資料が不十分なので，分析対象か ら除外

する。またここでは，２世代間の継承に限定 している。ハヌノオ ・マンヤン社会のよ

うな双系社会では，記憶されている上世代の系譜深度がきわめて浅いことはたしかだ

が，せいぜい３世代にわたる資料がほしいところである。 しかし３世代に深度を高め

ると，手持ちの資料では検討 しうる件数がすくなすぎる。次回の調査の際に，表 １の

資料を再チェックしなければならないと痛感 している。

　裁判人になるための条件のうち，継承の対象 となりうるものは，マンヤン法にかん

する知識 と呪的能力 （呪具の所有）である。ずばぬけた記憶力，頭脳の明晰さ，弁舌

能力，冷静な性格等の条件は，基本的には生まれもった才能，性格によるが，訓練 と

呪具にもよる。

　一般 に，「マンヤン法の知識や呪具は，親が子どもにあげるのがふつ うだ。 長子

（ｐａ垣 ｎａｙ）か末子 （ｋａｐｔｔｓ？ａｎ）にあげるのがいちばんいいが，長子 も末子もそれに興

味がなければ末子以外の子 （？ａｎａｋ　ｋａｒａｗ？ａｎ　‘中間の子’）にあげる。 マンヤン法や
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 へ

呪具 に関心 のあ る子 ど もが いなければ親類 に，親類 に もいなければ他人 にあげる」 と

人 びとはいう。

　 マ ンヤン法 の知識 の継承 と呪的能力 の継承 とが一致 しない事例がかな りあるので，

と りあえず両者 をわけて検討 してみ る 。

　 表 ３は，マ ンヤ ン法 の知識 （そ こには紛争処理， とくに訴訟 の進行の技法 などもふ

くまれる）の継承方式を５４名についてま とめた ものである。ハ ヌノオ・マ ンヤ ン社会で

は，自分 の世代で いえば配偶者 もふ くむ第 ４イ トコ （ｂａｌｉｗｓａｎａ）までの範 囲が ‘親族’

（ｋａｔａｗ曲 ａｎ）とみなされる。 第 ４いとこの認知 は具体的 に ５代 上の世代まで 系譜を

さかのぼってな され るのではな く，たがいに ？ａｔｌｏ（第 ３いとこ）と呼びあ う者 の子 ど

もど うしが第 ４いとこであ ると認知 され る。 この範 囲を こえた ら ‘他人’（？ｉｂａ　ｔａｗｏ）

であ る ［宮本　 １９７７：９１－９２］。親族か ら継承 がなされた件数 は全体の８１，　５％ （４４件）

を しめ る。他人 （非親族） か らの継承者 とな った件数 は全体 の１８．５％ （１０件） である。

他 人への継承 が ２割 ちか くもみ られ るとい うことは， この種の継承 が個人の能力 にか
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表 ３ マ ンヤ ン法 の知 識 の継 承

継 承 方 式
（～より継承）

後継者の出生順位

長 子
[E]
末 子
 EY1

その他

Fa 22 ８ 5

計

35

比 率 （約）

65%

親族

血族

姻族

FaBr

MoBr

MoFa

Ｗ ｉＦａ

 MoSiHu

他 人 （非親族）

計

４

1

2

9(1)

 38(r,

１

9

1

1

7

4

1

1

2

 1

6

3

10(1)

54(1)

比 率 （約） 17% 13%

11%

76%

5.5%

 81.5%

 18.5%

70% 100%

（ ）内の数字は女性の数をしめす。

かわるのであって，一定の親族の者ならだれでも後継者になれるわけではないことを

しめ している。 しかし同時に，“父から息子 （とくに長男）へ”という男系ラインが

強調される傾向があることが表 １および表 ３から容易に指摘できる。

　親族内継承のうち姻族からの継承は全体の５．５％ （３件） と低 く，血族からの継承

が全体の７６％ （４１件）と高い。血族内でも父から息子への継承が６５％ （３５件） という

率をしめしている。母から子どもに継承された例はない。父親からの後継者の出生順

位については，長子 （Ｅ）が２２件，末子 （Ｙ）が８件，その他が ５件で，長子の継承が

全体の４１％をしめる。この資料の範囲内では，長子はすべて男で，長女が後継者 とな

った例はない。

　なお，長子および末子以外の子どもに継承された事例 ５件について調べたところ，

それぞれ明確な理由がある。 長男が死亡 したので次男が後継者となった （１件）， 長

男が父に反抗的だったので次男が後継者 となった （１件），長男 と次男が素行がわる

く，飲んだくれなので三男が後継者となった （１件），長男とともに後継者となった

（２件） という説明がなされる。

　マンヤン法の知識を親以外の人物から譲渡された例，つまり子ども以外の者を後継

者とした例は全体の３５％ （１９件）である。そのうち親族か ら受け継いだという例は９

件，他人 （ＯＴ）からは１０件で，両者ともほぼおなじ数字を しめしている。親以外の親

族からの継承例 ９件のうち，血族からが６件，姻族からが ３件で，２対 １の割合とな

っている。数字が小さすぎるので傾向をひきだすには無理があるが，血族からの継承
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のばあい，父方からの継承と母方からの継承の割合は２対 １と，父方のほうが高い。

　子ども以外の者を後継者にした ９例を検討 してみると，自分に子どもがいなかった

から （１件），息子はいたが後継者 として適 した子どもがいなかったから （４件），娘

が １人 しかおらず， かの女は後継者に適 していないから （３件）， 息子を後継者にし

たが，娘の夫も優秀なのでかれも後継者にした （１件） と一定の根拠がみいだされる。

他人を後継者にした例１０件のばあい，いずれもその後継者の親は裁判人ではなかった。

かれらはマンヤン法に興味を抱き，他人である裁判人から教えを受け，後継者となっ

たわけである。

　呪的能力の継承についてはかなり明確な傾向がみられる （表 ４参照）。５４名全員が

親族から継承 している。同一人物が複数から継承することも可能で，親族だけでなく

他人か らも継承 している例が ５件みられる。血族からの継承例は全体の９４．４％ （５１件）

で，姻族からの継承例は５．６％ （３件）である。血族内の率のほうが圧倒的に高 い。

　 ほとんどが父親からの継承で，全体の９０．７％ （４９件）を しめる。マンヤン法の知識

を父親か ら継承 した例は３５件だったが，このばあいすべてが呪的能力 も父親から受け

継いでいる。宗教的能力を父親から受け継いだ４９名のうち，末子は８名で，全体の約

１５％にすぎない。それにたいして長子は３５名 （１名のみ長女で，他は長男）で，全体

の約６５％を しめる。父親か ら継承 しているが長男でも末子でもないという例は６件あ

る。そのうちの ５件は，マンヤン法の知識も父親から継承 している。他の １件は，マ

ンヤン法の知識は他人から継承 している。かれ らが次三男であるのに呪的能力を父親

表４　裁判人の呪的能力 （呪具）の継承

継 承 方 式
（～より継承）

血族

姻族

Ｆａ の み

Ｆａ十

ＦａＢｒ

Ｍ ｏ

他 人

ＦａＢｒ

Ｍ ｏＦａ

Ｗ ｉＦａ

計

比 率 （約）

後継者の出生順位

長　子
［Ｅ］

２９

１

１

４（ユ）

１

２

３８（１）

７０％

末 子
［Ｙ］

７

ユ

１

９

１７％

その他

６

１

７

１３％

計

４２

１

１

５（１）

１

１

４９

２

５（ヱ

５１

３

５４（１）

比 率 （約）

９０．　７％

３．７％

９４．４％

５．　６％

１００％

（ ）内の数字は女性の数をしめす。
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か ら譲 りうけたのは，長男がそれに興味を もたなか ったが本人はつよい関心を しめ し

たか ら，あ るいは本人 も関心 があったので長男 とともに後継者 となったか ら， とい う

理 由が あげ られた。

　 マ ンヤン法の知識 および呪的能力 の継承 にかんす る住民 の一般論 を先 に記 したが，

それは，末子 の継承率が比較的低 い点を のぞ けば，現実 とかな り一致す ることがこれ

までの分析 か ら明 らか となった。注 目すべ き点 は，マ ンヤ ン法の知識 の継承 において

父 か ら息子 （とくに長男）へ とい う男系 ライ ン強調の傾 向がはっきりみ られ，呪的能

力の継承 とな るとその傾向 はさらに強 まるという事 実である。 もちろん父親以外 の親

族 か らの継承例 もみ られ るので， ３～ ４世代 にわた る裁判人 の継承 にかんす る資料 が

得 られれば， 男系が強調 された ａｍｂｉｌｉｎｅａ１な継承 ライ ンに もとつ く特 定 裁 判 人 の

ｆａｍｉｌｙ－１ｉｎｅｓの存在が指摘 しうることが 十分 に予 想 さ れ る。 これ は村 武 の “ａｘｉａｌ

ｆａｍｉｌｙ－ｌｉｎｅ論”［村武 １９６７，　ＭｕＲＡＴＡＫＥ　ａｎｄ　ＫｉＫｕｃＨＩ　ｌ　９６８］を応用 して筆者 がかっ

て こころみ たハ ヌノオ・マ ンヤ ン社会 における枢軸的 ｆａｍｉｌｙ－１ｉｎｅの考察 ［宮本 １９７７］

にたい して貴重な資料 を提供す ることに もなる。

５．　 裁判 人 ど う しの関係

　マンヤン法に興味をもち，裁判人になることを希望する者は，身近な裁判人から訓

練をうける。マンヤン法について特別に教授 してくれる人物は，父親や近親者である

ばあいが大半で，他人のばあいもあることはこれまでにみたとおりである。マンヤン

法の教育をめぐって師と弟子 との間に上下関係が成立する。師が紛争の処理を要請 さ

れると，弟子は師に同行 し，実践をつうじて訓練をうける。一人前の裁判人としてみ

とめられ，経験がゆたかになると，こんどは自分の弟子をもつようになる。それでも

以前からの師にたいしては敬意を失ってはな らず，何か事あるごとに師に相談にいく。

師の面子をつぶすような言動は痛烈な批判の対象となる。師の面子を守るために事件

をもみ消 してしまった，という事例さえある。

　同レベルの裁判人どうしは，必要に応 じて協力 しあうことが望ましいとされる。ど

の裁判人にも ‘メッセンジャー一’（ｓｏｒｕｇ６？ｏｎ＜ｓ６ｇｏ？‘命令’）がふつう２人いる。 裁

判人の弟子がメッセンジャーをかねることもよくある。裁判人の命令があると，メッ

センジャーは２人で被告や証入をよびにいくが，被告が乱暴をはたらくようであれば，

棍棒をもっていくこともある。被告が遠方に逃亡 したばあい，裁判人は別の裁判人に

助力をもとめる。要請をうけた裁判人は，自分のメッセンジャーに被告をさがさせ る。

こうして訴訟が開始することになったら， ２人の裁判人が合同して訴訟の進行役を演
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じる。裁判人 どうしは，相互 に情報 や意見 の交換をす るよ う期待 されているが，敵対

関係 にある裁判人 の例 もみ られ る。訴訟当事者 それぞれ に，敵対関係 にあ る裁判人が

関係 して くると，紛争の解 決はたいへん困難 にな る。 ワ シッグでつぎのような事件 が

おきて いる。

　 アヤ （Ａｙａ）の夫 フェ レル （Ｆｅｒｒｅｒ）が ブ ンブン （Ｂｕｎｂｕｎ）の妻 フ ッドマイ （Ｈｕｄ－

　ｍａｙ）と浮気 した。 ブンブ ンは，フェ レルが フッ ドマイにあてた恋文 を発見 し， 裁

　判人 のウムボスに訴えでた。１９８０年１２月 のことで ある。ふつ うだ った ら比較 的容易

　 に片付 くはずの事件だが， フェレルの父 がシモ ン （Ｓｉｍｏｎ　マ ラ ンオ ッグに居住）

　 であるため，かな りの困難が予想 された。 シモ ンといえ ば，ハ ヌノオ ・マ ンヤ ンー

　 の悪党 ，邪術 にたけた裁判人 と して知れわた っていた。 ウムボスは，義理の父 で し

　 か もマ ンヤン法 の師で もあるアダ ッグ （Ａｄａｇ） と義理 の兄オ ンァィ （Ｏｎｇａｙ）に助

　 力を もとめた。結局 ，オ ンァイとウムボスの ２人 が裁判人 とな って訴訟を開始 した

　 （図 ２参照）。

　 フ ッドマイはす ぐに白状 したが， フェ レルは身に覚 えがないと断言 した。 もちろん

　 フェ レルの発言 は，すべて父の シモ ンの指図 に したが ったものだ。 シモ ンは 「なぜ

　 こんな ことで訴訟 にな らね ばな らぬのか」 とは じめか ら敵意を しめ した。結局 フェ

　 レルが ウムボスの誘導尋問 にの って白状 し，慰謝料 と特別の ごちそうを要求 され る

　 ことにな った ものの，裁判人側 はかな り緊張 した とい う。理由はい うまで もな く，

　 シモ ンが悪知恵 と邪術にたけているか らで， ちょっと間違えれば逆 に告訴 されて し

　 ま う危険性があ った。

　 もともとシモ ンは ウムボスたちに恨みを もっていた。理由は，１９７５年 にフェ レル が

　 アヤ とかけおち した ときに シモ ンがか くま った ところ， ウムボスに討論でや りこめ

　 られた ことがあるか らだ。

図２ フェレルとフッドマイの浮気事件と関係者
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会食 のあと， シモ ンは息子の フェレルをマ ランオ ッグにつ れて いって しま った。

一見ささいな事件も，どの裁判人が関係するかによって大規模な訴訟事件 となるこ

とがあるので，紛争事例を検討するばあい，その点を念頭にいれておく必要がある。

ＩＶ． 裁判人の役割 と変化

１．　 訴訟の文化的意味と裁判人 の役割

　ハヌノオ ・マ ンヤン族の訴訟は，社会的 ・文化的脈絡の中でさまざまな意味をもつ。

　第一に訴訟は，マンヤン法の違反者 にたいして処罰という経済的負担を課す ことに

よって社会の秩序を回復させる機能をもつ。つま り，訴訟は経済的制裁 にもとつ く社

会制御 （ｓｏｃｉａｌ　ｃｏｎｔｒｏｌ）の一手段となるわけである。 この種の制裁は，宗教 的制 裁

（邪術など）や心理的制裁 （うわさなど） とならんで，紛争を回避させる装置を形成

している。

　 しか し紛争は，回避され，あるいは解決されるべきものであると同時に，ジンメル

［１９６６］が主張 したように， それは建設的側面をも有する。 ハヌノオ ・マンヤンの住

民は，集落やローカル ・コミュニティを形成 して生活してはいるものの，とか く核家

族＝世帯が孤立 しがちになる。ところが，紛争が発生すると，それにかかわる複数の

核家族が敵対関係ないしは連合関係 にあることを再確認する。そして，祝祭の要素を

もつ訴訟をつうじて，たとえ一時的であっても，それらの核家族がひとつの社会単位

に統合されるのである。

訴訟の祝…祭性については別稿で報告 したが ［ＭＩＹＡＭｏＴｏ　ｌ　９８３：１５１－１５２］，その内

容を要約 しておこう。罰則としての特別のごちそうに焦点をあてると，興味深い側面

があきらかになってくる。ハヌノオ ・マンヤン族の住民にとって，米 と家畜はひじょ

うに高価なものである。それらが料理されるのは，‘骨掘り儀ネじ， ‘死者の供養’， ‘収

穫祭’などの特別の機会にかぎられ， その際おおぜいの人びとが一堂に集まり， 米飯

と肉料理をかこむ ［宮本　１９７６］。 会食をしている間， かれらは日常のうらみつらみ

から解放され，理想的な気分を味わうことができるのである。重要なことは，訴訟に

おける食事の内容と規模が祝祭時の食事 と同じである，という点である。前述 したよ

うに，米飯 と肉料理のごちそうを囲む訴訟参加者の数が ２００名をこえることさえある。

２００名も集まれば肉料理の各人への分け前はほんのわずかになって しまうが，米飯は

思う存分食べることができる。日常の空腹感，貧 しさから解放され，調和に満 ちた理
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想的な雰囲気を実感することが可能になるのである。つまり訴訟にも，会食をつうじ

て，閉鎖的な社会関係をのりこえて人と人 との交流，きずなを強化 ・拡大させる仕掛

けが織りこまれているのである。要するに，かれらの訴訟は，さまざまな種類の祝祭
　 　 　 　 　 　 コムニタス

と同様に，「《交わり》を創 るうえでの最適な道具だて」［ＳｗＹＮＧＥＤｏｕｗ　１９７３：２１］

を提供するのである。

　このような社会的 ・文化的意味をもつ訴訟を計画 し，進行させる役割が裁判人に課

されているのである。

　実際の紛争事例を検討 してみると，紛争の真の原因として妬み （羨望や嫉妬）が奥

底にひそんでいることに気づくことがある。この問題についてはここでは立ち入った

論議を しないことにするが，焼畑の仕事をいっしょうけんめいしすぎたり，家畜の頭

数がおおすぎたりすると，他人の妬みをかって，それは往々にして病気や紛争の原因

となる。

　この種の病気になるのは邪術にかけられるからだという。その種の患者をあつかう

祈薦師は，患者にたいして薬 による治療を施すとともに，ブタを殺 して料理し，米飯

を大量に炊いて患者のローカル ・コミュニティおよび近辺の住民たちにふるまうよう

に命 じる。特別のごちそうを人びとに提供することによって患者は治癒するのである。

要するに祈薦師は，患者の蓄積された富を分配することによって人びとの妬みを除去

ないし緩和させるのである。

　裁判人も同様に，妬みをかっている訴訟当事者に同種のごちそうの提供を命 じるこ

とによって，富の分配者，妬みの除去者としての役割を演 じる，といえる。

　ことに食料が不足する雨期は，人びとの間に不満がうっ積 し，それを晴らそうとさ

まざまなうわさが蔓延する。そのようなときに訴訟が開催されるというニュースが生

じると，人びとは生き生きした気分になる。たとえささいなもめごとでも，状況に応

じては大規模な訴訟事件にしてしまうことも裁判人の腕次第なのである。訴訟が有す

る競い合い，娯楽 （裁判人が矢継ぎ早に発する質問の技術や口承文芸を材料 とした比

喩的表現など）の側面が，人びとの生活をさらに活性化する。裁判人はそのための仕

掛人 としての役割を演 じているのである。

　要するに裁判人は，秩序維持と社会統合のための装置をそなえた訴訟を操縦する役

割を負い，富の分配者として一役を荷なうことによって社会心理の操作役 （妬みの除

去者）を演 じ，かつ文化的 リズムの調整者としての役割をも演 じるといえる。

　 これまで裁判人に焦点をあてながらハヌノオ ・マンヤン族の法文化の伝統的側面に

ついて考察 してきた。実際には，低地民との接触をつうじて，かれ らの世界にさまざ
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まな変化がもたらされてきている。それにともなって，裁判人の条件，役割にも変化

が生 じつつある。最後にその点を検討 してみる。

２．　 社会変化と裁判人

　ハヌノオ ・マンヤン社会 に変化をもた らした近年の出来事は，１９６０年以降の急速な

森林破壊，１９６７年以降のバ リオ化，１９７２年の戒厳令 とのちに成立したバ ランガイ制度

などである。

　森林破壊は近年になってはじまったわけではない。その要因として焼畑耕作という

農業方式そのものがあげられる。ハヌノオ・マンヤン族であれば，耕地がいずれ森林化

するという計画のもとで焼畑化するのであるが，低地民のばあいは将来を無視 して広

大な森林を焼いて しまう。正確な資料はないが，１９６０年代 にはいってか ら，主として南

方のパナィ島からおおくのピサヤ系低地民がミンドロ島に移住 してきたという。同島

のタガログ社会で受容されなかったピサヤ族は，タガログ地帯 とマンヤン地帯の中間

地帯，つまり山のふもと近辺に不法居住する。そして，生活の糧を得るために山地の

森林を焼畑化するのだが，将来を念頭においた焼畑農業方式の伝統はかれらにはない。

とうぜんの結果 として，山地の広大な地域がコゴン草 （ちがやの一種）におおわれる

という現象が生 じる。このほか，低地の牧場主による山地のコゴン化 もみのがせない。

　森林破壊は，いうまでもな くハヌノオ ・マンヤン族の生活の基礎である森林地帯の

縮小化を意味する。その結果かれらも，二次林が十分再生 しないうちにそこを焼畑化

せざるをえない状況におかれる。無理な耕作を強いられるわけで，コゴン化がさらに

急速になる，という悪循環がもたらされる ［ＷＡＴＡＲＩ　 ｌ９８３：３８－３９］。昔はもっと食

糧にめぐまれていた，と住民たちはいう。とくにネズ ミによる被害が近年めだち，米

はとうぜんのこと，サツマイモや料理用バナナまでが害をこうむるようになってきた。

「ネズ ミは，森の食べものがす くな くなってきたので，われわれのぶんをねらうよう

になった」 というのがかれらの説明である。

　 昔はあまり頻繁に訴訟がおこらなかったが，訴訟には会食 （処罰としてのごちそう）

がつきものだった。ブタ ２頭，米 ４カバン （籾つきで約 ３００リットル）という会食 も

めずらしくなかったというが，今日では，処罰としてごちそうが請求されることがむ

しろまれになってきた。いうまでもなく，食糧不足がその最大の要因となっている。

昔とくらべたら参加者の数も減少 し，訴訟の祝祭性が薄弱化 しつつある。

　 森林面積の縮小化は，紛争の性格，処理方式にも変化をおよぼしつつある。ハヌノ

オ ・マンヤン族のほん らいの認識によれば，かれらが居住する地域の土地は特定の個
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人や集団 に所有 され るべ きものではな く，しいていえぱ ‘土地 の霊’（？ａｐｏ　ｄａｇａ？）のも

のである。そ して，作物が栽培 されている期間 にかぎ り，そ の区域 は個人 の ‘使用地’

（ｐｏｓｅｓｉｙ６ｎ＜Ｓｐ．　ｐｏｓｅｓｉ６ｎ 所有）とみなされ る。 しか し， フィリピン共和 国の 国家

法 の観点か らいえば，それは国有地で，森林局 （Ｂｕｒｅａｕ　ｏｆ　Ｆｏｒｅｓｔｒｙ）の管轄下 にあ る。

　 例外 はバ リオ ・パ ナイタヤ ンにのみみ られ る。 この コミュニテ ィは，１９６７年 にバ リ

オ （Ｂａｒｒｉｏフィ リピン共和国 の政治機構 の最小行政単位 で，の ちにバ ランガ イ Ｂａｒａｎ－

ｇａｙ とよばれる） と して承認 された。同時 に，特定区域の耕 地の個人所有が法的に認

可 され，所有者 は毎年町役場 に税金 を納めて いる。

　 かつては広大 な森林 にめ ぐまれて いたため，ハ ヌノオ ・マ ンヤ ン族 の間で耕 地をめ

ぐる紛争 が生 じることはきわめてまれだ った といわれ る。 ところが最近 は，使用地 の

境界 をめ ぐる紛争事例が 目立 つようにな って きた。

　 ハ ヌノオ ・マ ンヤ ン族 どう しの紛争であれば，年輩者や裁判人 が間 にはいることに

よ って問題 は比較的容易に解 決するが，低地民 が紛争 に くわわ ると，往 々に して問題

解 決は困難 にな る。 このばあい，加害者 がハ ヌノオ ・マ ンヤ ンであるという事例 はす

くな く，その逆が大半であ る。低地民が何 の許可 もな くハヌノオ ・マ ンヤンの耕地 に

家 を建 てて しま った，低地民 の焼畑か ら移 った火がハヌノオ ・マ ンヤンの作物 を焼 い

て しま った， というよ うな ことが原因で生 じた紛争例が目立 つ。被 害者 はハ ヌノオ ・

マ ンヤ ンの裁判人 に訴えでるのだが，低地民で ある加害者 は，ふつ う自分 の非 をみ と

めな い。

　加害者 がハ ヌノオ ・マ ンヤ ンであれば，かれは裁判人 の呪 的能力 （邪 術その他）を

おそれるにちが いな い。 しか し，低地 のキ リス ト教民は，異 なった世界観体系 を もっ

てい るので，それを無視 しうる。 しか もかれ らは，は じめか らハ ヌノオ ・マ ンヤ ンを

見 くだ してかか って いるのである。

　結局被害者 は，町の有力者 に顔の きくハ ヌノオ ・マ ンヤ ンの裁判人をお とず れるこ

とにな る。町 の有力者 とは，警察官や軍人や町会議員などで，警察署 長や町長 に顔 の

き く裁判人が もっとも効果 的とな る。裁判人が町の有力者 に仲裁を依頼 する とい う方

式 は， とうぜん警察力 とい う物理的強制力 を背景 とす る。 これは，従来 のマ ンヤ ン法

体系 とは異質の要素 である。

　 この種 の紛争をあつかい うる新 しいタイプの裁判人になるには，タガ ログ語 が自由

に話せ るだ けでな く，その読み書 きができる，町の有力者 をよ く知 っている，そ して

さらに外部世界の社会 ・政 治状況 に詳 しい，というこれまでにさほど重要視 されてい

なか った条件が くわえ られるようにな った。
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　１９６７年 のパ ナイタヤ ンのバ リオ化 は， さまざまな影響を招いた。バ リオ ・キ ャプテ

ンおよびかれの もとにいるコンセハル （ｋｏｎｓｅｈａｌ‘委員’＜Ｓｐ．　ｃｏｎｃ（ｊａｌ委員） たち

と町の政治家 との癒着をめ ぐって さまざまな うわ さが流 れた。

　訴訟 は他の コ ミュニティでは従来 の方式で運営 されたが，パ ナイタヤ ンではすべて

バ リオ ・キャプテ ンおよび コンセハルによって運営 され るよ うにな った。それ以前 に

は想像 もつかなか ったよ うな金額 の賄賂 の うわさがたつ ようになったのは この時期 で

あ る。

　１９７２年 ９月２１日，マル コス大統領 はフィ リピン全土 に戒厳令 を布告 した。他 のフィ

リピン人 同様，ハ ヌノオ ・マ ンヤ ン族 もそのニュースを聞いて恐怖を感 じた とい う。

山中にすむかれ らにとって，夜間 の外出禁止令 は無視で きた。 しか し，山刀をさげた

まま町にお りた ら警察軍 に逮捕 され るとい う警告 が山地一帯 にひろがった とき，かれ

らは低地民 の世界で何 か重大 なこ とがおこりつつあることを察知 した という。

　バ リオ ・キ ャプテ ンは町役場 か ら山地住民への情報運搬者 と しての 役 割 を演 ず る

ことにな った。 この性 格が 強化 されたのは， いわゆ るバ ラ ンガ イ 制 度 （Ｂａｒａｎｇａｙ

Ｓｙｓｔｅｍ）が発足 した１９７５年以降 である。バ ランガイ制度 とは，ご く簡単 に表現す るな

らば，大統領を頂点 とす る中央集権化 をめざす フィ リピン政治機構 の再編成 の試みで

あ る， といえ る。さまざまな プロジェク トが大統領の名の もとに発足 したが，その中

で注 目すべ きものは，１９７８年 の大統領府令１５０８号 にもとついて各バ ランガイ （基本的

には もとのバ リオ） におかれることにな った調停委員会 （Ｌｕｐｏｎｇ　Ｔａｇａｐａｙａｐａ） で

ある ［ＯＲＥＮＤＡＩＮ　ｌ９７８ユ。 この委員会 に， バ ラ ンガイ ・キ ャプテ ンが 委員長 とな っ

て住民 間の紛争を調停 し，その結果を町役場 の裁判所 に報告す る義務が課 された。

　 パ ナイタヤ ンに も調停委員会 がおかれた。 しか しこの時期か ら，バ ランガ イ ・キャ

プテンにたいす る住民た ちの信頼度 が急降下 した。 かれ とその妻 が ともに他地域の出

身 で，パ ナィタヤ ンには親類がほ とんどいな いということもその要 因になって いたが，

訴訟 におけるかれの強制的な態度，慰謝料 の過度な変更 ，収賄等に耐え られな くな っ

た住民が おお くな った。 「木 の葉 は幹が くされ ば散 って しま う」一 ある住民 は， 当

時短期 の調査を していた筆者 にこのよ うな比喩 をつか ってかれ らの悩 みを うったえた。

　 い っぼ うワシッグでは，新 しいタイプの裁判人 にな るための条件をすべて満 た して

いる若 い リーダ ーの ウムボスが中心 とな り，カ トリック司祭 の支援を うけなが ら独 自

のバ ランガイ化運動 を開始 した。 ワシッグ川支流 のキラプニ ッ ト川近辺 に新 しい集落

をつ くり，そこに移住す るよ うに住民た ちに呼びかけた。 この若 い リーダーは，新 し

い集落が独立 したバ ランガイ として承認 され るべ く，町役場 に働 きかけたので ある。
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まず，簡素な礼拝堂がつくられ，小学校の校舎の建設がはじめられた。

　 この動 きをめぐって，ワシッグ住民の反応は ３つにわかれた。第 １の範疇の住民は，

低地民のかかわることはすべて信用できない，という立場をとった。危険を感じてさ

らに山奥に移転 して しまった住民 もいる。第 ２の範疇 の住民は，バ ランガイ化にいち

おうの賛意をしめし，新 しい集落に移転 してきた。第 ３の範疇の住民は，つかず離れ

ずの立場をとり，この集落の周辺にとどまった。かれ らは，カ トリックのミサにでる

とか，子どもを学校に通わせるといったバランガイ化運動への積極的参加は回避 し，

それでいなが らこの集落の住民との日常的交際は維持する，という態度をとった。

　 タガログ語の読み書きにもたけているウムボスが町役場との連絡役となった。かれ

の裁判人としての実力の高さが知れわたり，ワシッグおよび周辺地域で生 じた事件は

かれのもとに集中した。

　 ウムボスが処理 した紛争事例を検討 してみると，伝統的な手続きを経ずに，あるい

は伝統的な処罰規定に従わずに裁定をくだした例がかなりあることがわかる。この若

い裁判人は，ほん らいな ら前例にもとついて厳 しい裁定をくだすべきところを，かな

り強引に和解 に導いたり，あるいは慰謝料の負担を軽減す るとか，処罰としてのごち

そうの提供を免除するといった方式をとることがしばしばある。それは，被告冨加害

者がバランガイ化に興味を しめさなかったばあいである。そのばあい若い裁判入は，

たとえば，今回にかぎって慰謝料の支払いを命 じないであげるからそのかわりにただ

ちにキラプニットの集落に移転するように，あるいはコミュニティの集会に出席する

ように，といった条件をつけるのである。

　 いうまでもな く，この若い裁判人は，訴訟をバ ランガイ化のための一手段にしてい

るわけである。訴訟を一種の汚職の手段 にしていると批判されたパナイタヤンの裁判

人にたいして，ワシヅグのウムボスのばあいは，住民のおおくがかれのやり方を高 く

評価 し，支持 した。

　 ウムボスも，低地民が紛争にからんで解決が困難だと判断すると，警察署長その他

の町の有力者に仲裁を依頼する。最近では住民たちも，町に移 したほうが難なく解決

する紛争事件があることを認めざるをえなくなっている。そこでウムボスは，執拗に

虚言をお しとおそうとする紛争当事者にたいして， 「しかたがない。 この事件は町に

もっていくことにしよう。低地民の法律だった ら，最低 ５年の禁固はまちがいない」

といったぐあいに威嚇することがある。すると相手は，いとも容易に真実を吐いて し

まうのである。

　明 らかに，最近の社会的 ・政治的変化に応 じて，警察力という低地民世界の物理的
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強制力がハヌノオ ・マンヤン族の法体系にかかわりあいをもつようになってきた。伝

統的には，主として経済的制裁とともに呪的 ・宗教的制裁にもとついて住民の法行動

の進路が決定されるのにたいして，近年は，低地民の法の基礎をなす物理的制裁 （公

認 された武器の力）によって進路が決定されるという現象が部分的に生 じてきたので

ある。

Ｖ． 要 約

　この論文では，まず，ハヌノオ ・マンヤン族の伝統的な法 と訴訟にかんして概略を

しめしてから，裁判人の性格，背景を探ってみた。

　裁判入の条件 として，マ ンヤン法に精通 していること，記憶力にたけていること，

頭脳明晰で弁がたつこと，冷静な性格の持ち主であること，比喩的表現の才能がある

こと，呪的能力を有 していること，という６点があげられた。裁判人の継承では，父

から息子 （とくに長男）へという男系 ラインが強調されるという指摘を した。裁判人

および紛争当事者の宗教的背景は，紛争処理過程における進路の決定，それにつづ く

さまざまなかけひきを分析するうえで重要な意味をもつ。

　裁判人は，社会秩序を回復 ・維持させる装置をもつ訴訟の操縦者として，ハヌノオ

・マンヤンの法文化において中心的役割をはたす。訴訟は，祝祭的要素をも含み，社

会統合を一時的にでも実現 させ る。裁判人は，訴訟をつうじて，富の分配者 （妬みの

除去者），文化的 リズムの調整者 としての役割も演 じる。

　近年の社会的 ・政治的変化は，紛争の種類や処理方式，裁判人の条件にも変化をも

たらした。タガログ語の読み書 きができ，低地民社会の状況にくわしく，町の有力者

に顔がきくことが新 しいタイプの裁判人になるための条件にくわえられるようになっ

た。理由は，低地民がからむ紛争の処理にあたっては，往々にして町の有力者の仲裁

を必要とするからである。ほんらい物理的強制力をもたなかった法体系の中に，外部

世界における強制力が導入されるという新 しい変化傾向が生 じてきたのである。

　 「警察や刑務所が存在 しないとしたら，人びとはどうして規範に従うのだろうか。

裁判官がいないとしたら紛争はどのように解決 されて きた のだ ろ うか」 ［ロバーツ

１９８２：１４］。 フィリピンにおける山地民の法文化の研究は， この基本的課題にかん し

てはもちろんのこと，さらに，フォーマルな法政制度をもたない社会がどのようにし

て外部世界の物理的強制力 （国家法）を受容するにいたるのか，という課題 に接近す

るうえでも，実に興味深い資料を提供 して くれる。
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